
令和３・４年度下野市行政改革推進委員会の概要

○任期 

委嘱日からその翌年度末まで（令和３年８月６日から令和５年３月３１日まで） 

○組織 

１０名（別紙名簿参照） 

○会議の開催基準 

委員の過半数が出席すること。（５名以上） 

○委員の所掌する事務 

１ 行政改革大綱についての意見、提言等に関すること 

２ 行政改革大綱の進捗状況についての意見、提言等に関すること 

３ 市が実施する行政評価の内部評価について、その評価の妥当性の検証に

関すること 

４ 行政評価制度にかかる市民評価に関すること 

○会議の公開 

原則公開とするため、会議後、会議録をホームページ上に公開します。 

発言者名についても、会議録に明記させていただくこととなりますのでご了承

ください。 

○会議録 

毎会議後、事務局で作成し、委員の皆様にご確認のうえ、会長と委員２名の方に

署名していただき公表します。 

２名の署名委員は順番に入れ替わりで依頼させていただきます。 

資料１ 

今回会議事項

（議事２）

※１１月頃予定

（議事３で説明）


